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|論説

ザスウ杜舎とE悪事費桂(3) 
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リスク不fjF 少 Ü~手青j' '" 

第3章予防(警戒)原則に基づく民事責任

IIIV 感染事件を契機こしたいくてJかの訴論は、設をオ??のtM百頃沌を
rt心とした伝統的な長辛口、11論が、示flj'v' 1;スク川、結J天井千カタスト

ロフイミ:直|主iL，に、根本~~なドj検討を也九れることを小?を寸る

ものであコr:.ι 京f工び))~ネザンス j (;cnιissancc c:c la rcsponsabiliLe) 

とも1<~~されるi!=~ijのごう Lた議論状兄(立町、民事責11ーによる解決のl浪

がを芭訟 J たう去で、それをだり越える途をす主ポすゐ動きともし邑える U

とこ与で、 20t~t~己天葉から今tlt，é~にかけし、 ブラシア、尺'j]青f千日仏土、

[-];jj 警O:ljy:) Jt;-~日 IJ にフ昔日ずるようになる 1ぺ l吋却のようじ、

尽引は、 15fJλ法の普{:l."x;で従唱されたD;¥WJであり、ブランスごは、 109;:Jit

2月2[--:の法律 l!たが、民宇;法共 L.:2G;)-];告を交~)主w 巳で、 ~:'Jí

科学技術的対|見か旬判析しt 、雄三宅主を欠くこ正を，"，J I:1 に、 k~:fi奇的】ザ

け人れられる費削において、環境\の軍大かっ不可.ì"if~I切なtW告のリスク

の苛~: :~í を回避干ることを日自むこ J と、効果的で土tWV :..たJ昔迂を巡らせと

はなレつない l と規λとし、環境保護政策において悼と先すべき原則として{才

~-/Jけている l 汗ーも〉もと碍境保設iC~ )，{J) ;t~I:RU である子;ノ!j ¥竺戎)

ヂ、氏1下支十~: C})-~tOまでH::Iを采めと背景には、耳元:パかう不可"古な損A古に

つい仁は、柏村のfヅそのもの害たし勺|めること あるいはね汗?を最

1μ 干Jh，~:b::'， llrie ， L， _..1，ynぜ:set f-'h， Swffel-，¥iur:ck， supm note :1U. n"只!っ 17
i利フづシスにおける予防 i:;:C成;札制への:1日若:;:"1 常に出パ、 J)!，代任 2~1，:'­

おけるa;規範形成(j)持僚を/JLjフ円七スU>]っとしT1i:r:t置づけるものもあるこ
Cen円[(-'¥'(-'九 iney，1.1'山)jn;，6r: Vi:r: d'Ufl j:;ds↑e， 11ι('(J1IO(!llt' ill1 l'凡I，ll日d:;1，11川市l
~) (J -"了耳()~尽日 nr 川 p川 1l: Cc己lrじrlcRじ;~ ~;ぐ L~ ~;ぐ (n D】(J;[Privc' dc Pari~; T. 10 

dec日n;lYe1999， i.e tY1-;町It2([f tre((HtIIon. actè~; pubiiむ In，/，(S PrJtitl!s A ffiιIrC3 n 

239. :).6己

IfI 法的記j戒における子治【畠戒ノ胤H;;0) 辺へ料主主;こっし;てはも~，'I ë.，]~ i 1 (; (-; 

BouLnnnct cl :'¥.nnc Cueg::nl. isloriquc (111 pri日 ipcdc: pr(:cauじ011，"η， Lc trillCitc 

dl' l'reし'lHl-i{)ηP!:Ul'l'E K(> Tj{!LS h. ~ι r; じ K 】、じ\μVl\ιY ， LιDοf'Um(l1はりのn

Fr!1J1.;'aisc， Odilc jaι00. P，dムSつoc川 Pi)ヲ53ε:sじ llesJ. J'vbrtin. Appariム1On.et 
ClCユnidon::1'.: principr pr(:cL:.l:Llun， LωI'cliu:s .A丹ι('h(."，'30 novcn，h.c 2000， n'~ 239， 

っρ，-(-'tメ

~Lì:.土砂コ::5 -1:)1)94:) |品|
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ノト，Ii仁;食v、止めること が必寺である ζv寸単解があった J しかし、

可 4
仙

近時めヴプンスでは、 子的 L今戒) Ijf{fj!Jを、辺境iむを政i主的な;'-;;.'味を超

えて 持.~門すれば、予 |:bi 鮎/丸 JJ 目 '1 の担;見方、巳主主才して 、 IIIV

感杯、宇イ十をはじめこすみ現実の与件についての由、紅帰属をミIj附する際に

も透IIJ-，べきであるという i3にがなされ七いる i吋 J

以てでは、民宇京f工にj3~-T る子山 i、 γ:戒) hi~、郊の 般:j'0な戸、:誌を確認

したうえで(弟 1i川、ぞれこは異なる持u汁語、 C;下旬、繁;:x) 原日1，

1::をf見く見解をみることにしJう(第 2~Úì) -そのうえマ、段位に予約

!IJ:)原 Wlj，j{伝統 Ó~i 岳民事責任の安イ斗・効果にノlþJ討影響 ~_.r~t ' 

加えるニとにしたい(お :3ir~) ，_， 

第 1節 民事責任における予防(警戒)原則(j)意義

本米、子 ;)j (警戒)j車口lJl止、芝大でズ百;Jγ1~ な ~'H~ について毛市の H

f士、を G~"t原出j であり、 1ftヰヲ亡去に i問題 ζ なる i己事責任とは、本目的に

1町、ド:)j (~:戒)!息日Ijが、同J克f呆議政策を j五えて、 j克宮内事刊を念頭 i f式F市さ

れて v 、三，~ど l止、ブラ/スの:.tt~-甫C') ~~íJi とし 4 勺てよ l 仁:有 41 によぺては、;思Ji ，

fふ7義政策よりも![れ感染1J~f'斗を起源とみるものも品るハ.:，;;ln-pj ，:rr ，; 8\ ‘ i(L~ri ， 

La p'仇胤ILioll(-;11 d:'{lit pr;v日 iJ.2ilOO仁11"011.11"2， 1).2::¥ぷ!札LSdhull， snjJru 'i!):A: :.:ぷ

).388なむ、下山吠j原目1:と片手百十r，いの阿係にツ""ての包活的 1~Jj ~~~と

Lて、 :¥'J .¥TllIW[: H(】(1';'(川 Vl"f.e併刊行tcdc tr，ん引¥1削，C!1 drGit dc i'! re:StGll.sabiht，; 
ci L'iiピ山eIJ.C2(辺じ Ihiblcr伊1Jιl:lio山崎町 d!:' lJruii j>rivE. 1じ!11C，1<-'1. L.G.1).1 

2U¥);)， P;Lr:~; 

ちなみに、予訪(主主l必烹訓lについては、わがいでも普くれ先千村!究が千干f

fzh が、は介入と:j:;Jι克t 、 l お H る ý]I:\ 警 ìl~ì 京、司 IJ を J買っ F ものであり、民

事E:f'f工「の関係で予防 i警戒j1良qc:言及ずるものは記ずしも多くとぐい /-だ
t__~i{-ーでは、アスヘス f 後:!?や j]:'宇為自i酒飲吃をめぐって、検討の必要性が徐々

に立政当れつコあるんアスベスト被害につ主 ~-y~ 邦茂「ヨイグ〉アスペス 巧￥

伺償υ附也「守と解r止の;)i主'.川 と/仁マ λ"力どととの比較から」

何 事文化時代い所h・5佐官記・補償問題合EさE閣・ 2(06)63::¥頁初IH

~HL82~)号、思訂)号、つ0061' を、イヒ料理翌L見敏切につき烈Q，{+男 ilr1こ字初白河

敏品..11 こ上亡事品失i-Í:í~ 矧如来時五羽詰 1 七f}Ç+f^会と責任~ ¥--:-j斐当 2007) 208J:f;-:~ 

----::: ，-，::.参llj戸才したい

fGS I L)止GO:，> 1:)0) 944 
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引12予れな v寸土ずの)阜則であるじそれt もかかわら守、 jj工作のフランスで

j見事責任シ子的 L竺戒)原則の関係が訟前されるに五コ丈背景にi上、い

くつかの伏線がある合

以、ではまず、フランスにおν、て予防 lで戒}原則7)":民事長lrとしヨか

なる形で交治する仁三ミ J たのかをみたうえでUì、予防\讐 rJ;1:~J"お

づく民卓宗↑この烹手えを HI¥i!採決事fiに5!iJL-C検討するこ〉にしたL、:2;つ

(1，:刊誌 原則と民事".'1王灯火錯

予防(筈点j 原WIJ1一民事責f干との珪司令t白書!1山一大き与役割jを果ふした

のは、 fl学者 ~\:.ul l¥ic配ur())議論、ーとあ/ふ3'1;'，九丘町皆 1r0)議論を

学設には、 19叩イ11t三とはtRを契機iこ、!(事責任の茶稔を予防 L強打開rr:

~'1 :、求的、「庁、米JぇJする安任」という続力、かム積つにお告を f防ず

べきである，1-:-4 るものやI()j、予防:警戒ノ n~--I:訓在!互に対 L 己責任'J，~;泌を

ff.~，めるで出叫が議論されるようになる I C '( 

i，a ，1 [<;円引 1の議論は、理論的笥l，(から Fs方(主主成! ;j:;l.、則三tT仔概念

をf辛子えーするも0)である刀人あらカ￥じめ{主力 Lなければなら主いのは、

Ric02mが、下1:;Ij 原則lそのものをi白挟の枚討対等としているわ

け Eはないこと♂ある Ricα ¥11の関心は、あくまで皮11較さ:の[iJ*:i命

的分析を通Lて古f十概念存用情fこするこ、ーあり、 予防(警戒民言IJは

責任概念の現代的拡張を'J、予もの!:L， '(f立罰<51.;-られるにとどまる

2こでまず f{ic肥¥lrが否粁概念にトす現日、診断からみていくことにし

たいu 貝 11 槻念を検討す之、にあたり、 Rlc02lll がW~造.0 とするのは、貝

{ニげ円pり】sabiliu，jの語源である l卯 J 寸なわち、も〆もと安f千，"いう

詑は、特定の行為:え務からその違 1止をキf て1.6主主 <+R~号焔シ Lて誌か

に帰属する:，~nllr~lt町、;ことを本質としといたコしたがノて責:-u町立: ~土、

lf，' 11aul Rico~llr ， Lcしcncじpldc rc台 pons2bilU~. Esヌaici'anaムY台csとmwliquc，in， 

fA!j1iSlc /， f;$fn'i!， ]-'，，:ris.19%. 1))).41 eL s. (，F-iv・1)ク γレ 久米持 ~K1 責

hの慨念 意味論ど」分析的試みJI[1J 1F_-1一一設をこえて 公←のJ4ぷ1; C i1二
成比学出収局・2.UO;J :-l，~三以、)
lSI) 
lbid.. pp.43 et s 

~Lì:.土砂コ::5 -149)943 17C.1 
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間 "iG

1-J~t'j 義務やその違反ト対する帰属としぺ道徳的側面を させーだ概念で

ぁ:)、行為烹j告やその進;;:に対する婦JlAという :MI;iHIを持fない
i:if:帯 i

とは町市に|メ万lj;2'1.しるべ主概念℃ありたc ところが、 Iν世紀ンド柴以7卒、

民事長H:ムワオ】ト要件の軒下J し、綬手口lょっ七、行為義務やその述jメ
:ご対寸る帰属といへ安みかム切り離され'-Cl!ll)ilされる4うuなっ丈 (以

下、主任1日L;去の ij~ 進役、 1じと可ぷ Hic岳町(土、その約五号、今日<:..;'(玉、

式事責れが、古賠償と 1、う応殺の仰山のみとlτj 討される概念とな-，

てl:i:') ，述'市 とのf.!荷νゴけも不別夜になうてしまってい2';;.といっ 19iし
も Jど也、 :~ :cぽリrld仇れ(;i'、今Hではこれ，逆れする現象もみられ

る l¥ic田辺がようて援に腎い1いるのは、 ιngelんによって主投されtい

る l沿失責任への回帰」である!日(すなわ色、リスクとして想定される

ものの組問が弘文されることで、あらゆる叫去についての陪償が認られ

る上う l: 土品正、今度は責任の追及が促進され、ますます社会的な~f昨

-]，'j:骨加する こっし l止、責任l慨!ctを行為義務干そのj主!ノ、に討する

舟ばと νミうj古恰;自')正1山:こ可持続rるものであ打 り孔ト、責任概念の育道
徳化とl'子ぷ)、民づ支イ千を桜五賠償といろ札、--:::11(/) iN!1 7百[のふj必ずしも H

r~.--J ることカsできなくなって v 、るこ Y を不しとし:る J

このように Ric世c.~~以、吉 f1 概念の本質を送徳[内側首 ずなわち、

行為から応、主的、三去る 7[1セス lこぶめ、 191日紀~--:::~てから今日までの点

Ffl)t念の変化存古f十概念のrli.主徳iU:lljoQ徳fヒグばつの況議仁ぶって単
解しよう 2す主〉興11，木弘之t，のは、 Ricceur にお v 、""，:"'(.上、責 f二十万】;念の ;f~ili

依 11'，が、 IIIJ~~- に責任概念の拘;己保f[:の !-H となっていることとある。

つま :J、iif御念の脱!8位化lよって、し叫ミなる拐長守あっても杭償九

れるべきでめると u寸型肝 Rj(出 11]' 土、これを法的責{二〈ノコ fン7レー

ションど時ぷ が/:.じるとち勺皮は責任をiiWすべき:斥ハの手士会 :j'0な

，;r排がl告加し、責れ概念:における千72主義務やその没反に対ずる帰~:f:~と 1 、

う }11 1:~;卜七側 IIliが強化される v 討会河な非授のi科力11:土、さらなる主任恢さ

の脱退徳イとをつ正進 L、結果Ó~i に、訳出jj雪f干の i!~-?:;民ないJ主張をも丈らすこ

ととなる ν われわれは、前半までの

1 Ui
引d.，pp.:18吋沿

lc。

J川、，]1九日

1711 

にだいて、 iじ1感染ヰi午の誇

1':誌かU:，> 142) 942 
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判決が民"I責任を詰 Lく払践したこと、他んで、そう Lた民F玉三f千の合lC:

過失責任イとの位1"]に対Lt Yよ、力日了ヰ高の hflの iお確化や事~;!!の真相冗iお

の在日}，~から r1:.'I) があることをみたご R山ぽ1llにおいては、これらの 見

対立する現象が、 L-i.いの削iζを提供 l合つものとしご{Jf辛子つけられてい

るのであるι

そし C、 Ric仁聞がfじらけヰ戒) hi{則と責任1;7" でのうと泌をi^~J尚ヲるの

l士、まさにこう Lた責れ概念のBl1，;主総化一円;主総iヒの丈mt¥こおいてであ

る Rjcαu;f之、今);では去紅概念rゾぞの対象1 ついてのみなら'f、

i判ドおい℃も.j;:t~Rされるよ与になっているという ここで日lC即日が

念頭に置;"，ているのは、科学子倫理i子())青i践で良湖されている議論であ

る。 1990ij'.1tのフランスごは、これまで法的責苛を念致iこ十i主主告されて主

た責任慨念〉¥去、 大きな転換出Ji一三壬!，.J.卦かっているという

も正に、官学十倫t~ 学(1)弘j或において責任者[~;に尚一-~--~議論が大々的に

民間された，~ 111;発口;止、ノ〉日内科支千戸ァ十:]1ふれこ{工うリスクが、 もはや人

聞のよく況を市三、人手:Rそのものを脅か付先1兄:こl白凶 lている二 ζ 、及び

そうした状況におい〈人主主がこれまでとは異なる新たな責午会負うべき

に主ッているこシにあるじプフ/スの近1きの責任論号主バ

戸/ツのff"?-ti llan:-; .r 0.::1<1::-;によれば1川、ノiHの科 ':f

十一， '-

1" Ihid.. 1' .59 ここで Ric:!?u了めしい~有引の大]銭円拡~::tu::土、 9世紀末誌のリス

ク;こ」去っ/責任を先頭に若いている フラン人亡は、 19佐紀主主以降、労働災J声

や法z司王散を号機に、 1'1;例ベコ了見7戸、 プラ/ス民法1;到来〔木成/，.....:了・家事f告白

人島根1:1{;・宅r;t.~1~?f-}~ のワ I~起こしたfd害)こっ fλて布告Jうの責任を混χ[ミす

るj存恨f主主税ノ乙と v て、 ラ)ii!l;災 LDU)伎L~>~ ?:-.J~~斉 LλRic可U~. :. よれば、 この

場合の民事責{下の牝I!Sy己主ili己も、貝/下概念の脱近他{こを示すi-:if，'] H-.~トに 玲~~な

~.lgj にあ是也白州、JJX;τ ず が事伎話人 波用6・生徒・児科f.;i-)のわ1)(.こJ丸、

亡それ句会託された者が貴子を円三と 1、う J宣徳に!側出有もf可副主つものであ〉

七 なお、 p;仁川 1ν は、 B48条をヲlil→し ζ，，るが、 B84$の~~( i)ごあろう}

1 ~'-I .T c : ，，:::> (1)苛作が fイ》でWr版されたのは1979)，1のこ 2であ"rが、 fJ試が
出「リ立されたのは 1990年のこ〉手あり、こうした出 h;i(~】々イミ V グもフランスの

青rJ論的展開と関係 ν ていとように坦われるc ヨリS](¥[¥ ¥'" Lc prinパ，DC
夕刊f初出αh-ifil{!: 1JIu' i!hioue川lI'!'; civiIiS'lliM! i川 ItlliJlog'iquc，LιCed ~)al 九 1990

(ノ、ンス a 三ナス汀n膝I'<tri~~2孟二郎 í:RfLといろ原理 科学技術'z羽のため

の前理'，/~')試み t来日笠・羽川li': 以:、 ι吾円九数で'j1q:Jずる

~Lì:.去、 G0::;-147) 94， 1721 



ふ 士山

間 "iG

ナゴ〆トロ ルで主ゐ J百2を超え、もはやかっャのようト J主持I の;1f:: )J~ と引

き換えしこ村交するこシが正当化できなし， ~:A. ご小ロr~~ドJ なまr;-~ をぜき

こすようにな J ている=したがコー亡、ノ1'8r~q践となる ;二、既;これわ

わた行為にだすると拝後初な古美や iJ 的とした ?T!~守主 fr c:はなく、 43来な

されるべき訂正告の決r三:ご民寸る責{ニlめ J~、戸 3 れ iJ c .+c~(に対ヲる責

T二J(Z:"1ぷm1ts¥'crant vvort EEg) でなけれ;どならないシ Lている

RiCCtUl"立、 した責rl概念:η税;rl と円r-o佐ifl:σ)朽I-Ut)IJ，;こよ")
ご、今 の員立概念が「転米にヌリオる只11 へまで知、長三れてし邑る、と

いうのである l

かくして、支H:概念。)係|反ないが、張の延長線上に、I未主lこんrす.6責任

う収り込まれる。 人問fの乃」ι乙正;配をt記刊えfとこ手羽iイ学芋技判叫術'J干苧Ij用に{什ドう 1リjスクが人主奴;三: 
そのもの主を，脅か

学知知i百識誌故itcの〉川〆寸小f十、寸b碓童実性Uの〉も JkてLむ=重大 Eずれイ小¥'1打j逆主的士J指門?芹ヰをも~.宇ら 9 おそ才しがあ

る場台に治)1)される ;τ ;)j (主主7氏)j忠口 1;そのものであろ ~ì .-ここにおいて

責任概念(止、 IF'lrj避的:こ子|坊島原UIJと交錯守ることになるのであ

〆わ。

もっとも、 Rlc:.t'urの由主論:土、あくまで用論的ないし哲予的な次yじに

ととまっており、灯、」ーの議論jjfJ五市責任にいかなる F杉で反映されること

になるのかは必Fしも判らかでないの仁か〆、民事点nと子|お(合成}
のノぇtF.は、氏!日女子のi高成トおいても、いくつかの議訟を喚起して

いるけ

ら) まず足手長11の基促券子li)j でき戒;)原苅に聞くごとで、民手貞'1

:ご子期機能川口"JCTjOllC 出lti\.~ipatム nn) という新Lい機能を仁子ザノ、込もうと

4 る Ca~hcrinc Tl'しbicl貯の弘前をIlt1)上げよう，)，

士 ~ibiërgどによれば、今じのお'~:(，土、その重六十?と不可辺住 ない

1口 1ナス π'Hミ書片 (1ら1)161'" 

19" :-]-Jス it十己主 i~ (194) 11民、 166 J'f 

1 以じ ~lll~c:'inc Thib ム C~ 又 C ， L1brc" ;H(1)O" suち!む V()~llèion du ~lrο1 L ~lc 1a 

reS:JUTlぉabil;lt=' 、(-'I'S:JIl e:ill只iSSl'lrellld日lafO'lC[;¥.lTl d日lan"spol':-;alJili:台にiv il守
〆 R.T.D 円七 1999，~)Jl .561 cL:， 

1731 1'，誌かU:，> 14G) 940 
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し主主:古:の竺 t~j;]~ ・的|角j 的島、大 (おいて、かつてのt民主正と異な J パーい

るのこれらの要素は、今ヨの見事責任;こ次の 3点ご再検討を嬰〆jえする

第 11，こ、氏平責任;土、!it胡 lグjな拡肢を 3白られる c 法的責 1l:~，土こ不しまで

j白丈の行為ゃBJ~ に号ぶしたお長("'~i占jけら才!るものであるが、ご引からは

jfi害σJ32t を回避し、「上京の ;jf'代」の 'f!t:識をも者隠しな~，T;fUJならない一

第つに、民宇京f工l土、空間:j'0な拡張をiEらアしる v ニアしまで vド).スクは、

定めは集IctJに 定の割合でもたらされる二とを日j殺としていたが、つ、

11の jスクはその規模が?ff.:米こは1t牧になりないほど広話回に及んやい

る円 I己主責{ヱは L二 λ し丈重大生j~害を也対象としなけ札ばとよら安い〈

当主 3 に、民事責i工 f ，士、その f~ÍJ誌となる明係につい可も拡大を迫L れる c

これまで法的責任;止、現在 Lている人坊や集団との聞にbいて認められ

るものであ Jたが、これからは坑右している人間が米犬;芯t.¥てl誕生「

る 111 代~ 0)聞において負:r:Gするこ kになる)

T~li 'oÌ\:rge ~止、以上のお主的性質に銑みると、 ~i' r:同組となるがも害に

ついては、それが顕在化してからでは対応rることが|剖訴となッており
換百すれば、もはヤ民 F玄f千平子被岩:をの相当f員十釘)，¥かつのな判

えるのでは十九、でなく 、]ユ|出戒.I!;':RUの問中:から結侭的な灯台

回況が)'é.'立とされていると 7 る 1""1口 T~~bi訂伊 iJfi!t!，めている λ:二、民
事長11にtQ竺の 1::1;附があるという訂[椅(止、 4ちFしも均i1， ，、ものでは

ない J しかし、 Thlbjt'l日e¥，土、かつての議活機能子反引会的行為の

|口(逃をnlY0とし、制よえによる威嚇:こ;It，つ〈山践的主抑止機能 (Ic山l1uIl
è~出siqllt: disSE出IOn) を巷味していたのに汁乙、予~h 去打点)灰，i'[古 );i~

健とする長辛口dI(止、垂〆人ごイリ】L;主的なtQ~の恐内 l 基づく剥ーしいでfls:

機能を果丈 -4--/:γで、ヨリ一波~0 iなお芸i寸li盛桜花を畏丈しうるとし工いる

このように Thibicr0;C r 士、 E巨大む不 cJ;;~的なf立言:がもたらされる ih れ

がある 3品台には、ず司書として ~~nイ士fl~ してからではれである\，-¥弓辻、

裁のもとに、 52争責110)機f泡を伝統的なtw専のj立械かりて予防へと転換
ないし 拡張 Jる Thi-:)ic:̂眠、は、その後、かワて ;1司王j責午刀、{つ

よ己宅責任が分離Lたのと|弓禄に、ノy円，，;:土民事責任から紡しい法的責任

lPS J!'id.， p.::iSO 

"日 j bid.. j)，:-l82 

~Lì:.土砂コ::5 -145)9:59 17，1 
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仙

が分離すゐとし、民"I責任責任・行政責任とは異なる長大1;スク

ジ):戸1，控を l'日jシし とMiL ~、話、的支 :1 ¥1口ij韮完イ工 ~rcs pOnSê~ b il i i(' 

Dl訂μntive1ì について牧討をためて c ，る~~(Iコとはいえ、その議論的大

日えにもかかわらず、 Thjbicrgcの設論は、 ":1遊主任がν、かとみ要件の

もとで認められるのか、恐れに井づく新しい子FI機誌が宍体的にi可を意

;;j(するのかなどについど不明確主点が多いっその青下手では、 ]o，JaS

コ告を滞ruにirl力責任へと置さ政えたのみにととまるようでもあり、その式
みが Î j)に!丸刈1ているかどっかには段|羽F伐る引lしともあれ、二こでは、

子苅(警戒J原則ι只事責任の父鈴を小j劃jさの 1っとして、重大かつ

不可.&~I ぢな tH~: についてレ之、信仮初に FI功寸ゐ )JIロJtjが小されているこ

と 〕てぷきたい(

I C I 予防 L警7戎茂) !rT湖封則l を上氏亡事 T黄雪 f任工 ρのJj予1具期日主絞:注ヒ切古能包に結「ぴJア~'.ヨつ〉引Ir 品 ，γ!'、hi什出bit'.

の議百論長と;は止異な fりj、JP説には、 ;τ;右 (主主7氏) j与え口 1; を安i王崎I誌の次元;こ J~;'

用しようと寸るものがあるわ責fJ少子医の手く"lI::~.こぶげる予均べ成j 涼，， 1;

の立主主を説く見Jミヰは、学説[海数イfめするか、ここではその代表酌な見

鮮と Lで Fr山(，'oisFwald C!)~;t論を絞り上げるこ~~. (.こ Lよろ

ιw31dが、若干しl、汀スク(不i車r支作jヤカタストロワノ)のもとでは波

打のt;lj境(民半出イuコ保険の技術j がt~~むを小令にいノはることを fn椅〆てい

ることドついては， H~[ (.一品だとおりである 2r;;::t~ L 1'iI1': 2、指 2JliJ:2:)) 

2;~1") 仁J.tlムcrムncThibicrg:c 人、cnirdc ~d rcs;j(lnsabili'，c. TCSpOムヨabi1itec:'c favcnir 

1)， :2004， ，:hrw:. [lP五It~: s 

o;'o'なお、1'1'1.Bou:-.ぐ)IF;H，siJtru :;0:-.1' 1出は、 Thihi刊貯の議論争うさ伊ぎつつ、

子防様ずしl:'v:Jし、て詳細;な考古?を民間Lどおり、司さ71る。

~() ト r:~ Il C[); 註〆'>，yalCI. lピ lピtUlFeu n，，，l;nロピ円1ゼ ト出qUi刊Se(r lJ n~ philusuph;e clぜ la

)r ，'~c::;uju;'. ， 'i.;L， L" !，rincitl!市戸川αuli.nlI dω!S 10印刷!mlιd，!sα11αげ I!SlIu!J11i il川!

日ou乃];(din"l :.iulI (1ぞ01ivierGu(bnl， 1. ¥'.1(.11.， ?ar~ 乃 199i" ， J!p.99ぞ:s : F¥(jI:、GIS

Ewaょd.Philoお1:clhicpoJiLiqllC cl:ょ lH11]訂 pcdc pr乙C，，，[:.18η ι11. Lcわ円?にit)(.dc 

tf'Pし引t!un:，t diLiO!l. PJ'.F.， Parおこの08，l>P.6 d sなお、 E¥v({[(1のJr:;:!j 警戒)
原白誌についには、中111 均語り土〔けの阿論〉し恰棲五¥.-4;， fF.J二ヴ rルl

グ〉予防原則山 ~';tt;、しき査の "1 来 予知的存i7の占拾書計.1[~~沼海理J子:wr党

2 巻は l:"j~)'.[;:1'nT?トきさrn，

1 ;.; 1 1'，誌かU:，::;' 144) 928 
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こうした謀説の延長線 i仁、 i 凡乱lc:土、これまで馬主法の領 J~t 岳民ど

51しるこ日1際主れてき f予防 CZ;JDO忠則を、以境iJ、の予完成を超えてi豆
'I!Tべ主℃あると宇る山口すなわち、予防(営i:X)原則が I科手知z哉の

イ天十七と「主たかっィ~ 11]"，;，主的な損~なしけその k!1ーのり能件}

グ)?つの安1ヘG 上っ亡定義される í~gliであることにxみて、

カ?え:i:.められる限り LこJfJL、C、[司!44只リをj克ffj'J ること方支口J"~'にある、と 0-

のである c

王E.Jぐと不"1〆主的な損害iこっし邑てす二日む L宇ftUキ迎用すべき rある
と 1 る，I ，':~"'C 、 Ewalcl の議議どrI-:lbÎCl貯の議論には、性を見出オこ

とができる。もっとも、巳wald:})議論l土、 !草月jを支i1対

出のブヘ JLご適用することがで主るとしている点ごtH，ct自Jである仁 rr-体し

たように、}:::;-方(警戒1原口IJは、もともと 定の行為が重ったむ不flJ逆均

なお常をも丈一らす 11;能性がある1;1合に、事iJじに1"j為を u主えるべきニ
とを t命じる規範】じあれ、その吉江主では~'H~ 発生前の段階で問辿となる除

"iJとう替えられる。 しかし、 Eivaldは、予j:Jj ~Þ!IJによ"て J科

守二l知"誌の不1iF$;性(土、免責されないだけでなく、さらなる慎主さ

f訪するものとし(j:l!門前されなければならな~，， :と守る加につまり、 f防

忠良iJ以、主 kかつ示す了χt'el討な「員百がよlじる可能自がある場台に

は、科手i，W北が/;~b'{(天な場ィヘJ であっても、行為者 μj~、豆じ行持宇る予防

(警戒 j 義務(c:b:i附 Llon(ピ p刊日ill:，t(どけを ~l し円、 ， 1~lT それを;生守

Lなかっ丈行為者に対L'( 子刈在j をなったことがアォー ι、に

あたるこ〆て 安任の帰属をも可能にする原則としても理解されると

いうのであみ。チ|み(でf五息日1:、よって要求三わる行為義務(止、

安求され亡きたれ よりも目度な也のとなる J こいうのは、従来の

行為義務が 定ぴ)手守知訟の水f生に;4~づくも，)にあった c) にML、子初

原見1Iは、 f、ι?:¥l1識が不揃，-.支であるお今であっても行為岩に72'当

なEE，君、決定や行為ヰ要求子るかっマある(第2章第 1

か〈し亡子苅(警戒J原則は、かつては7寸ート ιみることが，，("さとよ

<:L:-; Jinr!.. 1えそ]抗ハI1T-:l13li II定en←Jl.110
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一

h工;、 ιwalt:.sulnα【lOlハ130，p3/1 
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かっ を 7 オートとみることをけ~I.' :...、それ lp 汗する古f千帰属を

可能にする点で、判[υい民事 hjlの長~~~と υ て 1立問づけられるこ i-，，こな
る。

(2i 予防 l警;:-~)原則におづく只事責任乙[I!V 1感染事件

先述したようにち ノフン又では、 fl坊にヰ:n支)ilj{則が球攻辻、における

反則としてJりも、現実にi!;じた事件の責任均慌を判断する|経に、目

そ集めた HJV 感染事件は、科学注誌がヨ伝説i; 立のJ夫出で ~L ~二、輸正E，';t'，苫-

iilk3，付Jぷ者に対して H[V!走)1:;;や死とい λ重大ごイ-';:-Fri主的な損害をもた

ムした τい弓白:昨、て午、 子応(努 h;-zf!ll (!)必!w.:::l を最も !!4~tn}J にノコす宅

件であハたということができる~(!';実溌:こ、HlV 感染事11'をめぐョては、

}:: :;-方 L警戒1I主日IJこの関係が、様々な観点から検討されている

そよ"e'J-:J、「では、 111\ 感染事 j'l に 1告ら Lつつ、予防 L警戒 n~Uilj に

HSづく}(苧責任の仕:主主を確認し a、そのうえで、計:u)検討をがえるこ

とにし/こL

lal HIV感染亭f'I!c!ユドh 支) ，I!;': WCのf考古!;.t、Mち上りもます、

科了~r:"誌が不i日1"'''文な場今における責汗の焔罰;こ求められよう。

すなわ九、予防(:;;'tl心原則(止、長11渇括合判附するrJに、万じ汗?者の
責任を どの科学長[~哉の本準" it，j柱Lて判断するtに米主主の法的枠品f?"仁
干写後討を，，1るものノして )11評会れてしる 伝~dL的な判例・手日見 (J 、む日常

者のソ才 ¥を子1I断する際に「科学的'f，C先にJ叫した良日五七lなで;1志f2Eい T

当て宇その忠者に情L気なく与えみごと」という形で科学泊;訟を耳切提と

し工きたのであり例、また先述し丈間交リスクも、製品物を i~~;B:' 置い

1('(; '!-IJV感染事件が、下|お{警戒 J 原則の起源と ν て間:aつけられることがあ

ωニシ lっき、お;Ji'主{出めを季照、まr、111¥感染'.!I-l+，:問 fL35¥の判決
が亘技干o~二予:士 td守成) i戸じりを湾出することは去かうたもり灯、予防

I~，i!';の此却のもとに 1ず置っけムわるも rJ; であったといフ指tij もある f'nTL，:!'p亡

KOL'引 Sl< Y (:'1'じ“へい ;f:¥目、 l¥日 Lc pri配 iPcJe 1'1'じcaut10i1.La 1)U(則 li!:'lit'1Jwn
Fi'W1cai.w:， ()dilr .!(frοb. Paris， 2000， rd33 n(辻、 2U
'I"{ Cass. Ci¥'.， 20 r仁川 ，93日 sutra nd~' :::1 
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たH-t'/:iの科平均ぷ・科半以f引 P よって、製造物の蝦庇・欠陥をうを見でき

丈かとろかをメルデマールと Lてきたりこれによ:tc.て、予約 L今戒)JfJ¥ 

号;1に糸っくよ己平責任;土、 もはや計ji~の吋 11の利子知識・利子技術的水時二一

仁官、fJ!!して喧忍{)と定や行為宇しただけでは行為者の免旦を認めない

実際に、 III¥感染￥件にi返する，f;j1Ji九(土、科学知識をiziえたιころ

に出-t7~tj[ゼンターの責包を説き、主主需干そのm需顎?荷〉イノベーション

円安請の宇目立のも二に I託児で主な1、内在(i'JJWJit，に対する責れを説く

ものであった(第2章第 1iiill.， '1'1苧;;[議/乃不，J1;'i'tエそ正IT百かり認めつつ、
1"1 の m.it丹江主 lü~不行涜をプガートとした J シてイユーテグ 1993半 i 月日日

大ij 廷判決、終 lÜ~2 節目":c;'l も、 :"1棋の樹点かり、子応(努伐)h;-z 

只:jを活用〕た刈決こ〕ての↑i'.r LQづけを付与されている ~I).，すなわ色、こ

の判決にイすされた Lcgalの意見が「少缶くとも 定数日':1';者;、とって王立

命的なものkして知られている IJスケパ;t:-iHl1-， i:' J話合、科学的な雄実き

のみが作為義務を説すことを背どするのは、町jりか;二本羽実的であろう

としてρ るのは、たとえ科予知識が寸;J3(t;突であるJ話会であっても、 fi!J(コ

かの疑いかイfめするj長今にはそれを宅居しでわねする 品、ニとを

iJ、峻Lており、これは j吋り i，~'で}1主 I Iな則的適N=l(.こ他ならない、 Jいうの

である二

れ万三、科苧均itι古川、拡充とある場行にも由!iが及ぶこといなると、

1-J~t'j者 l p i土科学知ぶから七??+Lた意思決'rIiゃれ J;'jが要求されることとな

り、 íZさと出jな行為#~範のあ 1に万も変更を jfl られるこ y シなる ρHcrrEiLlC

の整理によれば、 1口約年代I;IJ半におけるlIIV感染への対 1，[、としては、

Hl¥多血流によゐ新lぃ感染井の疾病と考え、古!志的 e 経験王表拘+

志会~!Ú'j (irElli~lL.;. e，;lj山 Hjlle'S，peS HlU 汽 le~.;)、寸ることを犯すものと、

'Mらかの疑L、がある場合あっても利'--(知識が明確にちれるま

7tをJt.i:¥~)し、あく士で今詑 T 義的 理由主 I13 ・楽飢 :1当(r;_lti()neel~ ，

heoricicr.s， OI)tImistcs) 、井jl，t、することを1)(すものの 2つが千たヱω

?C'S F. EwaJ(l叩jJrall(\[~' :::'G2， Lc rdl) ur 恥Jll al山口(~I:i~'. p.l1 (J 

引か ¥:f.--A 六t:' n~littと sUtJσr:otぃU.1~_246; frl， Le :}lι:-iI'iJlP dp ])1←C<-llltHil1え l札

~ur.lière dLl cl!.'i:tLlεGぜlaこ，'an::fusioI:sJ.n0:uine eI: Fr:'c:lcぜ in，Lc prindtu dc 

lJi'{;('αniiOl1 dans 1(1 u;nduι!e df:芯 ajうらιlrrsnUn!i1ι!les 気り11Sb dircdiorl dι 。11、lCl
~Lì:.土砂コ::)，141) 9::J 1781 
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仙

1;1]者{土、緊急生のあゐJ右台仁[土科学的な分析の対象，-なっていないよう

なdJ来事に対しぐも、そこから三立たな結末がもたらされうることを想ノE

L、科手知識にとらわれるここなくじ律じて11為することを似すのに対

し、後さは禁:~l，t十 5tあみ f具合であっ七もあくまで件浄主D~ι に 1 たがっ七

訂正吉寸ること、科学知識が芳、停実な には経済・干学 校桁乙い J た

3正打の軒、I下を;(i，草し ζ行為寸ることを促すよこのうち、 Ecrmittcカ

1II¥' 感染事件で必担!とさ才していたとするヨIJ岩の対計三;止、予防

j阜、則の hとで要求さ似る対!心に 致するこ考えてよい J その苦味や、

HlV 感染:ji"斗i土、 予防{撃さ係員:)0)必要企を意識さぜた:叶牛として

イヰ;背 ~~J: 十りオるのである

10) このよろに、 HI¥'感染事件l之、J'I坊 f警戒)原口1)の立要性を端均

に/1ミしている もつども、 J) 卜 0)閉山にお:，-~る予防(警戒ノ f;?則の適J+jに

ついては、検討すべき利組も少なくない J とりわけ、子;右(警戒)j与え目1)に

主主ゴくj止事責任の73義を、科学対l識が司、総突な場合にも行為者に頁fてを沼

属することす ïr~f~ (，.~すること k~求吟るとしても、そのことか ÜlC:批判

説、されるべきかY うかは、出:~j:jして後討されるべき問題しある

ずなわち、既にみたように、には、三下後約に1量得された科知Prtt

lニ基づL、て主引をιIHうことの主14F干に加去、それ苛宵定することがイノ

ベー宇日ンをi笠岩:すゐこと とじわけ卒中 111)IJ 1111液ヤ 111，液製剤のような

社会にノって必要小ロl欠な製i査c，'却の手IjffJをもlP7ヰ守るこ t をおJ向す

るい〕があ〉たゆ 2I-;~ 山 1 ~íJì川c 下防法成)原則の淀川Jが、氏示

直也の拡張を基義づけみとしごも、三内らの可思{立ヰlだ後六内たままで

ある J ま丈、もともと意r、決定子絞におu斗t科学知識が主?liされt きた
TTi託 iこは、利竿知哉の合>~何をほ十に、:ん主主的な烹 lL、 Jfti主を L、も J

てj岩戸、決定の合理i"Jを担保しようと u うさ|入|があ Jたっそうであるとす

ると、今1支は手J 苧;;[議 J二世、拠しない ~eu[p，、決定が、その合理性をし邑かに 1

むoda:"c λ九百'¥.P日ris，19~17 ， ~).lSi 

吹いま f__ 、た主~/，: Ric(どm 也、 --;;f亡来;丸H一る古i干」をFIるうえでは、 ]は
':6.T)主 iCj 能士結CI:に -~:'f工を制限ずる l也、公1"と、 E貰1有iíιE ぴのJt，剖J

必要刀が‘あるとして v るこ lレ〆亡C¥.三る1'.Ri川一llf，，'ditm n山 189.p;)必へLS 

]79] 1'，誌かU:，> 140) 924 
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ナ~;;主すゐのかも問題とな :1 うゐ"。予防(主主成)原則を掲げるこ ζ で、

これらの問~に ibj確な|口(符を Ej えることがと尽きるかは、なお検討の余地

均ずある 4 うに ，r~:h 1. しる=

三らl、コ Lセイユ・デタ 99:lと 4月，1: 1た法必判決を予|リIJ [，で戒}

í~gliのÍ!Íl日とみる理解:ごつい七;土、疑問が提小され七いることにも似意

すべきであるふ HcrrEiacは、 ;次づ欠よ♂σの)よつ:にこj迫ニ以辻νJべ¥¥、 |ド悶引司~;，]判月決L 亡子幼 (?汚;;戒1投主)

反日副U に(は1 守相目 J従五れ1れしない 5笈~Jよ、カが苛あどる〉二とを j指旨附十松よ

ブ χ トを1引判1吋J附ずるな際:勺:、基準こされた1刊日品弘4年l月2幻2 ぶりも前の;却淵リ切j陪に

おいごも、翰J'1:) IJ J 111椴・JlIII伏製剤と]-rIV!rI¥5誌の凶4誌を小Fを1る何らか

の科学:~c;哉 IJ 存在しこいたが、このコン々 f ユ・プタ判決は、同日より

も古1I1こ/::こた感染につし hては、科学知識がヰ、確立であったことを科11に、

国の規il!1:権限不行伎をワォ 打、あたらないとしてし 3る、これは科学知

;えがメ、唯突な冷合でも 7 寸ートを自ノ主する子功 1警戒 i~、引の立j;~-，1-: !三

村|れれないものである また、凶の責↑手を認める|尽にも、 flll.主主裂刻愉jJ

による日マV感染がExに重大なリスクとして認識されていたことを出山
:Lており、必すしも科学知"誌の不1iF$;性F午I}I)提として1"1のtd-千キ lう→バー

したオ〉けではなしい九それゆえ J-[{;r:ni LLcは、コンセイニ'.デタ J99S11'

4月9~-~ A:じ、迂判決が、記ヂしも予防 L讐t&J原則の泊!11と'J 析でき

るも(7)で(止なし、とーとし、る。

最役l岳、 ヨリ汗vォ主的主iìf;通(~ :..-ナ、 予防(蓄 J阜~n:ιづく只 ')1訂

正が、ノ;百、民事 hfl:こ要請されているf日常損有I!以外の伐能 L刀!;:~:高の

" 予防(警立)原則によ "j てザ13:'， 1'土た〆ド〈治化されω こト l こ~:)"、 CII、二"まで

にも桁J剖されに汽たところであるηF.E¥V2ム(Lsutra nOLC泊三 Lじ :-clouち duEJali， 
gei:ie. r.1幻もちろ入、主忠、仮氾が:r!.:i{;{とされるごと円千人記す Lも不当なごとで

はないが、 i下型刊をJHjxcされてし、主 L 苦思決定に、どのt~J:î1~())実効引を無作てき

るか1 いう 1-~;)~iLも併せ亡す帯されるべきであ.L九L Sdboll，四tr(jnOlc 28. ;).?~凶

作.¥.1.-A. Herllli~~e. Sf:ぜゐntnotぞ 13， pp.30G 百 s 

:?L-) こうし た丈，~;Rからすると、む L ろ、 jユ 1方 i空?成) ijj{司1Iは、科 J子対:設うiらの

:11:上 ;~:~k\i広只II というよ，)も、ヨリ倣jLLifJ 科こ三:知識の収集な v 、 1〆依+~l :t(おい

る原口1;である 2 いう凡打も可能である。予防(~ノ代 J 原則一椴 fごついて 1 ，叶その

指抽がある クリステイ ヌ ノワヴイ λ(松111缶土釈「科学、決定、行動

子防原弘"に1到する つの芳察 IG:i人法手話巻5号(つ以06} 1訓)貞に

~Lì:.土砂コ::5-1:39)9:::; 18C.1 
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責任の明時化ないし パ牛の出村J究明) [，干しづペー Lてけlむするのかも河わ

れなければならないでめろう 確かに、刊誌 )!?、刈に主主づく j民辛

責午;土、下th 義務;Ff反[ニソォ、 トj に対する制裁であるとい

う点ごは、力11拝苫のiifの号j縫?乙 Jないし与件の只柁究明}とし什要5llI

:ご応える法律構成であるといへことができるι しかし、加害者の責{ニの

明確化 lないし宇f'iの立相究明)ど U うこ)の貰l取が、果たして!Jn宍有

の72、 トを辻、定することの九に尽きるのかとうかにコいてはなお枚討

の余地があるょっに思われる たとえば LoicCadiι は、責任慨念に~

4 る Hi川う!J r の議拘を.j:けつJ ヘ KJí費千千が、 j~害の JI\怖を i主え亡、名

人が承認Lあうこ三、ア寸Eごを凶f更させること、生とた民話しについて被富

者やむ会主体へ説明 j一ることと¥:¥ <コ fこ効力をも ff~~ていること そし

て、民事責任，は云焔償)概念を絞1占;者のt4告:援袴のみび{てけてJ'lE
慨する「賠償び〕ノデオ口ギー-' (，ic;f;o;ogiが dρ1礼 rep川川lflil) がこれを阻

害すること を強調している九加活者の責任の明確化千事件の声、相

究明と ν寸安治J子、ニオ)(，の効力をも í~ :G~ ~~ているこ rオdご、正常一昔の

ブすートの誌、与にのみによってこれらを全て満たすことかできるのかどう

か(，，:ついては、さらなるん主五すが必要となろ~)

このように、下防(警戒j 原則の位義を、:'1'ノ1、で不可jjÏ~ iJ':臼な損害の下

期検ij'官や平均〔合成)義務造反;一対する点n県民こいう 2つの似而から
のみえゐこと仁[土多くの問題が見出され〆ゐのである d

第2節予防(警戒)原則とリスクの受け入れ可能性

IIIV 感染事件J:J'p_キの手記It-:.は、子F方 L磐城) J京民IJを リスクの

!H [，oic Caclぜて 百n1"1“s faitメf:'t1ぞお ηltfaitお .. 11:' iïd判、1υ~iè 1.1ぞ t 了ぞpar;，-'tiつll.!Ii， rρ 
11!，[:'e叩 Iredegx inilienau山 Mi!a!1，:;teso{!o臼 a1". DRAI. Dalム泊つり00.pp.588 CL只

本文じにおける仁川hに 1 の~{(~~~: ~立、 ìlÎ-g与~は l 胎f弓 σ、イヂオヨギー J が片手責

任の刑事責(;ilなν し列事吉11グ〉民事i"(;i1;の動きによって相i，j-化5れつつあ

るこよを念頭:~ [立きつつ、 JG:11祈t: 記;jら7，!.，た刑事仲裁T-Hd手よる賠fL:

そうしと相対化J)到Jき(，.:.1/:-~一令側司があるよと 73わち、十民主巽怖を台村

によってi斉まし、法的刊断を排除する住]直子あるこ ι について、 μ 煮を尚

孝三寸る文明君でなヌオした~) cつであるし

full :L)}:GO:，:j'Bu) 922 
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入れ Ilf能性 、acceptaluliLe(['UfJ rj川町L の院建の lっと Lて伏世づけ

|自すことで、前節て一検討したもの(_~ U: J'~ Jd:る似点から、 予約 L今戒) JfJ¥ 

号'1:こえ7たな意義をrr1r+l1-tものがあるコこの竿説:土、 1'Jスクのそl了人tし

"J@I"'è~ 1.な~'， L 1) スク討 lrJb、"スク認知:の多様件 7子 ~m;~する坦認の

iっとし亡予防 L警j戊j原則を{す室ザゴfT、適切な窓口、決定子続を欠いた

ことに正L て責{工を帰属ヲべきでめると寸る〉

nトでは、 リスクの受;十人tLT寸言gttJ の詞i./lからIC事責(下をfii:l1五つ
け~Lたうえでは)、 '1 スク f乃受け入れIlJ 能性」の銀出からみたて子I'};

!IJ:)原wrJOJ意おを検討する Lことにしよ与，:2'，

(1) リスクのう之け入れ 'JiiBtl: と民事責任

ここではまず F リスクの受け入れ"T能性 の観点から民苧責任をjJ{え
なおそうにするじbrI引 I[H::'¥01¥'1;;(:うの議所者を 瞥 LtうえずJ札、 NuivIl々

のいつ 1;スクの受iT人れ可能性」の合仕、について検討を加えることに

しよう

I(JI NulvllLo ()ノ談市iHよ、 ノ主の:~~/!てによって|雨 的にりスアの負起を

;とめる従民!--~:~のノゴ J、とは 線を凶し、リスクを l かに》て~~*するか、

あるいはtrWカずリスク今必は仁、ヲーるのか、誌がどのJうμ1)/"クヘ

対L心するのか、とい， ，た仏!日 r，具体的な続，(~から、その官組二子設の:っと

L ，( 民事責任を f立百つけるものでめる '~J

:まず、 丸山一どは、「リス?の人れ可能を村にF'i]T責任に次

のよろな現:A診怖を加え七いる:o，，-; _g'-なわち、かつての民事直Ir-(I王、
7τ ートに上らずにも丈らされ丈損害:土、ユグ)1"F~.害を絞J た草寺人がさそ

すべきものと考えられ、お祷も認めらアしなかったがち1;1世紀末棄になる

と、こうした古にワいてもJ買怖が辻、められるようになる。その与に

芯いて、注業活動かっ目、抗的にfムじるリスク l土、桜子ヰJ長補と引き挨えに

れられるべき?ある(「受け人れ IIJ詑なリスケ 現存1)'T能合 jス

クjという jJ程式J とJ'i'Wiされるニととなっ式。もっとも、今日で;〈LI受

01 仁問L"TJ;-H~ ~Uλ] しL~~ ， Du bon ，f{iJU1'e附抑制ldcs川 qHCS，PUF，子Zln:-，ケ丹3

"1'、lbid..j)j)，~出) (';: S 

:Li:.土砂コ::5-1:37)9:3 1821 
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け入れ I-r:-ti~なリスク を CJ員約rlH危な jスケ」仁還7じすることはできな

くなっ一¥いる" すなわち、j[1';珂itEとなってしる析しいリスデ i上、記

記次待の阪界を;t?-l，える大量出主をもたらす可能吋があることに;)S去、実

際のいくつかの宇件守は、被主主がlばしばね詳のj立捕のみならず、加

害者の安f干の~，~~確化や事司ニの真相]究明をも求める t へ:なって u 与る ι ま

た、 JスクをlSl_りU_¥:_l:.有iこ対する民事京f工の:iB及ばかり¥，:';jぺ、売業

活動の正{仁志可tこかかわ二行政機関や投附機関tこ主jする行政資れや刑事

員立の追及まずなさ :r~ るようになっていゐハこのことは、被害きが、主主

害がi頁補されさえjれは、ワスケを受け入れるとい与わけではなし斗こと、

換 (--1すれば、 交;十人オL可能なヴスク lを l境対j可能な '1スク.1 ，~I;;J 

慢することウ :j，時になっといることを示してし hる

われわれは、正、羊で、 HlV蕊事件キ契機仁、カタストロブイ

訟の技術を十点能メ、:主;こ陥れるのみならす、担17守背の青f工(1)問権化ゃ事ノιi

の戸、中:i究Hlj の !~'M古をも、もたらしていることをみた 2 'y'弟2節、 員三

:i tifJ) cl¥←oivillc が1¥，事責任に加える以!の現状診断J土、そうした送時

の5ちりきと問題立ぷJPおいてた歪しているとみて上いコそ!一、)lolvi;lρ;土、

今日、民事責任が:~:iHf1_てし:る以上の開廷に対応予るには、 jスク:こ対

する頁引をが大!ハそれを保険や社会保障を介して采|寸!日なに管理する従

来志のンステムよりも、リスク管坪の中心:，'': ít:'~-I 人苛|百くこと、 l長汗すれ

ば、 jス?とけ々付時L口、る悩人ド 層の責任感を持たせるぶう

L し j~ミを採点すべきてある、ノしてしる 2ぺ

すなわ t)、予Joi yille によ j E1¥感染-$件にみられる£うに、 f丁

政口、jI!Jミリスクに基づく口、むを拐、たするごとで民宇主1J:、j手近しごし、る

もが 1，)、只事責任は、刀、(ての被害者の損害j~椛σjl'り|該ない拡大から、

近 (l では、 J スクの受~-t入札のJ'f.Fif:りや被包有のノォ トのをiflc、て、

定。〕均台に、波当者の猛省 J貴簡を切U~ するようにな J てU る λハったと

えばいj-~，，~'. )~;~弓j を受けたう去で受け入れた外礼的侵安ヤ、川人Ìji肉発的

日ρしおり
y
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:古参.!jJLたスポーツ仁よって桜与を彼"'，場介仁、千:J刊はかねてから坑1

7写高め免責や責任の制限を認めtきた こう Lた手ul升(T)際l呈よ、何人が

じらのh おについて ~ji~の責任をt'!W すること、 J穂円仁れ(.;:、個人を '1'

心、と Lたリスク管±空宇宏、起さ古るものごある υ そし仁三ごに j立補j;1能

なリスク からてIJ:jされた ':tt J人れH}誌なリスク J (j)守口元示を着取寸る
ことができる、;シd いうの

E安;~-r 〆乙に、 Noivillヒのぷに古l之、 Iリスクのそをけヘれ可能性 lを;，買字詰

"1能なリスク J から解放l すなわち、悩害/!q員補される場合rあっ
ても受け人れ{っ ~l 争い 1iスクがありうるこ!、!7..JすにJiitilliされ云い

であっても交付入れ可終な汀スクがありうることを示すことで 、;土

的責任に:z;;する複数のきて講を lIjスクの受け入れ -1rJrtEtむのレペルで諦j

轄しようとするものであるっこう 1tニ議論iニ、 F リスクの受け入オ(，-:-iT詑性

ぴ)払!凸から民事責任ぴ)rf!ト検討を迫るものであり、被.~者 (i )j-r~ (;:士j坊主(1)十広

大の霊駐日から長芋安i王を検討してきた従来の議論と 緑を!l!!iずるものと

し泊三ょう

{、) ふれでは、 l乱立補'1""毛 1jスク」から切り離された I受け入れ'1
能な]スケ 1(よ、とのように〉義主れるのであろうか。?、ハムvillぜ lよ、リ

スク十|会、カケストロブ人予防(合成;原司とい fこ}工作七F(;:-集め

ナいるいくつかの加;念、か、法的主t式でこれまであまりnはされてこな
かった l リスクの受け入れロj能性 J とし:ろ概念の検討を 11:鳥辺Lていると

し、釘時 J) リスクに関寸る什三~I:!早論を参日lfJつつ、 I 'Jス?の受け人れ

j;1能性」を校三れてν、み立

:'!.よもちりん、 ljスク川支け人tL": J:'Iirlrとして，，(下ぞ減免するこ ζ[よ、被干て蓄

のJ員三5:;:呉羽白を亘子えしてきトイム統J'.jなよ己主J育{下;白から批判を招く "1能往がある
:-.Jo;.，'illeも、リノ、クがそをけ人Zしられていることが京ιに被再r:の桜寄皮街灯排
徐を存くわけではないとし、その 股引ーの危訪についてもd-:;琶を11としているこ

fbuL p;).20古叫、

含仁hri:，LiIlじ N~liviJ:t\ Clllじろ --ccQl:'IlI: r i:-;q:~c ;'lCCCp~<-\:)lC つ Qudquじメ じl!(日()ll:-;

jllridi:1l1間十叩 Risqu円 o)ll♂rtit.，I'f s!fuati叩 sr1r r:1'ωP : Attorts dr 1(1 rp('hi町 !IPPIι 
sc1c.'o(cs !mmain同 ctsuιialcs. ::Olle' 12ιlf三Cじoncle ClZtude Ciょbert.L 'Har1!ほrrur:

l'礼ris，20U2ひ]l.2'/9l'~ ぉ

~Lì:.土砂コ::5-1:3 5)929 18，1 
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瞥してお

を科ザー技術がUiIJの昔日決討にあた川、 rメi曇的1;スクR好下怖が大主な;役笠古肯刻ilHを

JGつでさ fた二こと、 及びJ迂主n峠i時寺十伊でと(は土イ
J夫ノJ:T 限界がJ旨f]':jされている Lこと:ごつい七は、~;[にみたとおりである(能

2章第フ節山J~ しかし、近「守、社会開言なの領域でlムベ叶-')てなる ~J!点

かC;、f正文jtJ.))定工nuリスク評怖に糸っくさ、思決定に対して批判が加え
られてし邑る U

第 1 に、定量的リスク;汗jn~ は、統計やイ千三主にじ〉て尋1)、れた数値を恭

礎と Lて、リスクを l有害宇n専の生起球半 と l有主主象によってもた

らき礼るj員三ーの大主き」の積にjEノヤするが、こ与 Lと1jスク百刊wには、

定のバイアスがかかっている、という批判ごある たとえば、七会心

矧学の矧t占かh なされナ， Palll日1川 lC に425ー遠山緋究は、専門家の

リスク計析と、素人のリスク計析の向に思考の遣いが/与すすることを:yi

らかに!、定量除 1Iスケ市ftliJが必ずしも 殺1[:ごうるものとはないこと

や'J、している出。 S]m;IcJ:つに仇jLJZ、専門 J誌は「右吉:')1'象の牛起 t手さら

に1，I有ア?事象lこょっtもた「コされる伝子守のよささ J(/)枝のよ小によって

リスクのk主主を判断するが、;主人:よ fjdろしoj (dread)や l未知作j
:;l'1kno¥yr;)、えらには「紋宍の及ぶ純同 l の大小いよ三，-c1)スクの大
さ三をかJE!rL ており、 W~j 者のリスケ討frl:j は必オ L も f!<: Lないじまた、

1jスク悦長分析 ，'!¥:J+!1史-i[を分布「のまヰ点からす idX、ヨ Tj多くのf史益をも

たらす1'1日駄に対して、われわjし;土 3
'
)兇うff'Cめ乙ここにな乙が、

】jスク認知じあた η ごは、 jスクがとの紅j主知ら内ごいふのか、 てれを

コ/トけール 3ることが 'J能かどうか、-t(7)f;J足+;11::r: ，l: .'工もt_:らされ
るすE舎が-";;.:宍;下:J(こカタストL!?_1をもたら1ようなものごあるかなど、

使折以外の多械な摂tが考置されており、たとえ当己主ィエ動tこよって大き

なイ史益がもたらされると lても、必ずLも当該活動にぶってもたら三れ

るリスクに交ぢである;-.)まIlj.{ら士い 1 つまり、「有害+象幻牛克己倍率J

と 1--~有主主象によってもたらされるぷ告のたきさ J のf支の大ノj、によって

リスクの大ききを判断する定豆的リスク好'~lll; ~立、専門家 i こ "'\11 のハイア

?ン'5 P，:lll S]()V;('， ]'(-'!'C(-'pliOll Uf民;<ikScieik'('， V i)~， ~:-j6. 1与h/，ワ2出):1 

rù.~ I 1'，誌かU>1当4)928 
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スi，'-XョJいたリスクあって、必ずLも ザタイこできるものではないd

第~~ \.こ、定量的リスク副イ山に嘉づく従来r::1j の ，Q:f~}，決定 lよ、定量的:こ副

i却で主る r-，~去り入札可能な JÂ ク水時二一 l が存芹ずることを日ÎI渋こ〆てい

みが、「受け入引'"誌な '1スク水準」は必ずしも 徐に定義できるもの

ではない、少いう批判である ;-とえば Fi引}u:nffらのもr究が巧らか

にしている:)こ、「受け入れロj 臼fl~ な 'J スク水準，'，-"、必ずしも税対 :i0

なものではなく、リスクが、いてJ、どこで、に降リかかるかによ〆〉て

予イじ L うる相大J的な.~友情にずぎない，::' ，*~際仁、とのぷうなリスクなら

ば受"人れられる虫、とい与アンケートカら早かれるワスク水準は、市

場やそのイ白の規制メカニズムを過して 4支J1されるよりも!日記ベ?なとほ準を;;Jミ

しており、ヨリメ，きなリスクにさらきれている匂への討しイ古・選者fとヨリ

2幻2斗 こ、 ℃よ批比十判'IJOの〉対象 fにこされてし土る 「受{けア人才れl可能な"スクオ水t主進主 iはzム、 (り一_'h川己日印1口1

CじvSしはF汀rγ宇 Cぷ三〆ウJ てf提足示された l d湖自ア予了戸ミT主4幻好i立辺1読(1"工Cれ、じ叫aJc川、iハl、cfcr~' よμt じ である

C;-;;-J;-dlCピrStarT， S(Hι日;日ぜη叶i-::Vt:'l日lぉT引 hn(j]o疋"礼 [<1:;];:， S'r:u:-na. ""，)[.1(-)5 

lS6D. p.l:232 fi'. Srarr は「ネ上..t.~がリスクこ史記グ〕う乙I~I詰もく l 二村して、ド手配をァ~.

けこ、ほほ'1スクとf史夜が上01訴する支H人;!L日Heな，J、イン?を見1'+1しこミ工い

るJとし、その，F(ントに二王"るとリスクカて-1. ~，よりも成長、しなくなるとして、

抗実に完げ入れられているriffU(7)リスク 1自訪中、飛行機、明佳、宅}J利用な

との泊三，1;(<..伴う河うすfの化亡半 l と使が(手IlIr苛が支払J ていふきそ，T:ゃi'!iu0さ
れたU寺山なと j の院↑ずの定点iLを試み、情動によってもよされる '1 スケが~該

ι動のもたらす11.訴のはlま3来い比例Lご許容されること、口ft~がjに散る)ス
クがコIU活的l-被ふマスクよけも(幻ま泊。信許ねえれやすい kこと、てよけ人;71

"J 吃な i) スクノ水準プtF~~f，;: 1)ζクにさらさ札。人訟に影響土壬けるこ L 、という

3つの情論をコ与さ!JjLている}こうした Star の議論に対しとは、 Starr 

が用いたが~， : f j :や絞悼の不℃全さやその処時ジ);~~烹的な問団引みなる寸

?えし1:"1が前提と Lている l干l会が iスクと促t;i:，])交換河台ミ"対して、 F-.j苦t
ゴ寸三げて、 :.1 ぱ 7 スクと使えがj~J弓!j---oi る";}:(;人れr能な刀工イン!存見出(てき

てしる~':: ¥i、う口IIl<I:を呆どしてどこまーコ綜持できるかこいう正に社平日4向けら

れてv、る… ::.ta!どの議論Jιがそれに対 t2己批判については、イIJt:t.古ーする'Lけ，'31) 
りス'/jj有lとiI会 189Ji;};. お ul日川 ic，P仁川 cplWllO~ 則合k: Rc:l 、 CL~:)1じ、

011 と J町 clio，tlt':yicP:eradi日" りん s仏勺:11T!jdげiesof lus!c， Sn日 no';Kr，i¥JミK'-，..¥l¥-i) 
D。\ll~ilC GU~，~;l~(; cd.， 199ワ 0.11811を:'83~~， 

B. I.'ischh()rr，日 Lic;-;lenぷ;:(-'1ロ P.Sl.川"討し Df，，-:ryιndk.L.K以-'11々y.Ar':x'j;t 

auic Ris!;， Camhrid去'('Unil'crsily Prcss. Camhr:dgc， 19S 

:Li:.土砂コ::5-1:33)927 18(!1 
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間 "iG

ノトさいリスク t さらされている悩人のirl:j↑|在・選好が 語、Lないこと、さ

らに(百人治、必ヲしもリスクと (史溢をf1r-E差するこシ:こよって会IJへ
れ可能かどλかを判断して1、るわけではないこと古刀、Lて"，-"る主た

「受け入れ i刊誌な1J人クぷ準 l土、状川、7主C~誌の也、%に止、じて也、化しつる

ものであるJj， r.，過去の統計の指寸数也i::Jって、直ちに剥」在0) 三け人
オL口4 能な Jスク水f生lを導くニルには問題があると L寸J:;肢もある"~Ô'\ 

以fのTJスタに閑れふよ'p守の子会雅仁市(土、 '1スクが統計ベ:;.{千半によ，-)

て宮観的f 定呈fヒできることキ前提とすゐ定足的リスク詐悩に士L 、リ

スケが複雑公判会的安1-1;;1に依存しており、答縦e0:'、定量化でき公いこ r、

首令、与え疋者{専門家ことに、 l土l受け入iL可白"な，]スヶ ーとあっても、

5411;決定の帰結を甘受する者(ぷ人Jにと.，ては 受け入れられなし hリ

スノノ」 ずある場f7刀工あること、そしてそう ν たリスケ却の十:iJ主主'帆視

L で、定量的リスク~'~^{Liliによって l町 出Jに きれ介 Iljスク (1)'走1I入

れ可能性 を前fA:に昔、思決討を行うことが紛争をもたらすことを不すも

のであッたp河川yi;lcは、こっし/二近時の十I:i':、球請の動たを参þ~Lつつ、
伝的領域における i1; A、クの交け入;{1.TiT1主佐」を与えかへζきであるとい

うのこの点保守る Nuivi:lじの議論lよ、手:0)2点に要約できる

信lに、 fjl米盟の lリスクの受1j人n可能目 i:よ、 にf干怖され

たリスクのた小によって'評決的;定表示れと主たが、 T)Aクの社会月前

は、 jスケが恐ノ、しいものであゐか、重大なものであゐか、ポ 11:フ主主Jな

ものであるか、司リ!吉f表的なものごあるか、またYよ、リスクカ円発的に

iJl主受けられたのか、強制的に十11:[，{'Iげられたのか、と三己主ワスクとヲl主

jf，;;去に fりや 1-~-r るごこ方言できるのか、そ内らはJ主択的! るのか、と

いった叩々な会~!，Iりから「リスクのそ 1;人れ可能主」を定義して u 与る ι し

たがって、ノF円、 リスクの受け入札口 '~r:d'全 l は、;叱ニ的;こJ十イ白された

リスクの大小vこよってではなく、社会、丈イ円、制jiI、政治などの秩!-1":に

L~(; 13， fi:-;thh~)ff ， ~. S;nvic， S. Lirhlcn日lCl11，ヌ R"ada:，(] D. C 川hぉ ~~OW "ak i，: 

ぜnou出口 A ;:)5子 choae~r~c study of a~tょt ぃ cles to¥y"rds rec]じよCl lo f':ica~ risks ，dlcl 
川町filS， p，οltcv Sc色町川 Vοl.9， j:.127 r: 
'/I r::. S. S}li a(1μvトre::-'l(-_'llt-'.Hisl( Anα!ysis and S円 d1lifν'¥1dhod .¥1c!ho，]oloJ;1cul 

and E!hi円 1pro!!初出?の!h E 1-'(u-ua! ill.r.; S出;!(11Hu~二川fs. KhW;ei .4('(1ふ冷n-;'(，Puh.， 1985 

1271 r，誌かU>1泣)92(; 
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上ってlb江主された信頼・ l'等・ l 義などの 岐;]~ jJ~ 11jj粧をもよ与慮Lてロ1)

河í"~ れるべきである ~'!J

第 2Jこ、行i木市の以量的 JAク汗f可にみづく 、主人(/)1 iス

ク在、主cを非合J'TI的なものと考え、色思決定にあたコごは考慮すべきでな
いと与えt きたが、 Jti:~:~.のリスクの十|会理論 l土、み人(j) リスク認知:二一

定のノミイアスがみられるのシ同校に、でl)1fJ哀のけ;スク認知にも，三のハ

fアスがみられることをJ肘l告している。たとえばt，':?末刊jの定言|市リスク

，'1'悩は、川人ぷタノてつを月比うこと、 jおをf;;:むこと、 fょげ主なスドーツ在行

うことに〉いし、イ可ら恭践を/わさないにもかかわら寸¥それらよりもノト

さなヤIスクしか耳、さなし刊百rO~，こ ÞJ して に!λ凶守るのは、恒人の詣思

決定が定民的リスク干!;Ui(.こ茶づかなu非合Jlid.的なものであるためと説明

してきた しかし、近1寺の相会理論iニ、こう[た定主的リスク主:':lllji:jJ;

Jかない玄lt決定が必ずしも非合j型的なものし はないこ Jて 反対に、

じ出的リスク叶{而に芸づく語 H、はじが必ずしも台Z予防なものではないこ

と を示しとおり、 I式的知域におりる lIjスクの受け入れlijf E十~>を

枚討するうえでは、専門家にぶゐ定量的リスク許1rr:i:.~集約 Lえない多投

なb値をも!入限さぺJたうんで 11jス?の受;j人才しロj詑作」を定認すべき

である“ ~U

このよ λ\'~~ No可i11 (、 C7)i誌「わ土、 11)λ タの受け入札口 fm';中」を従来

型の広三Ó~ リスク討怖から解放 L 、 ヨ j 多ブじっくJ な続(~から :'1 広三宅すべき

ことをもノj三渡するものである♂ Noi\'i~~c にお ν「、、いかなるリスクがi:

け入れ了寸前であるかは、'j1::fmCJなにはリスクと付時する句人の阿保となり、

もは干沼 崎な基準によって決定する三こは不ロj詑こなみ。''¥:;Jc:jたよ

うに、 ¥oi¥:iJleは、保険千十i会保陪を介し丈集斗j的なリスク符理主りも、

1) スクど日々川崎 L ている i何人;こ一層の京f工「立を Jf t::.古る.rr~での，:スク

行班を志向していとが、以!の制点かんずると、 :'\()i'vi~1どの v ミう個人に

よる jスクミ2涯とは、要するに、リスクキ取り巻く当事苫iこnらいかな
るつスケであれ:工をけ人れられるのかiあるいはそけ人れつれ公いのか}

をその都反伏iI~させること 続今によっては、そのリスクを帰属す.6

::':::t-， CュN川、Elc.e>utru nのtc~;~~. pp宍S1 c-~ s 

Z山 jb:d.. p.2S:-; 

~Lì:.土砂コ::)，1:31)92:) 1881 
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こと を意吠すること t なると思われる d そして、リスクをlyりをく

当事者に l リスデの交1; 入札ロ{能i津 l の設定を f)~'-} 規範と L て、予防

:t¥i::)原目IJに五7しい草義が付与されることこなる。

ワ リスク (l)J:1:-!J人れ11;詑性」のお，1，¥::からみた]バ方(箸itk) )京郊の意義

以ーでは、前節でみたものとは宍なる飢占から flみ戎)!J:;{引の頁

義を悶ぶれふ川町iどのぷ論を 弘~し"-、 EIV!~:染事件 j，)，:;-<$0)ぷ口市と対

照すること Jこよヮご、その目、誌を時二占;，-9ゐごとに Lた¥，'¥;b¥.)

(a ノル :[~:i したように、 方 lE1目IJに見、づく民主責任には、市一大

義務違反:こ対する責任保でイ;-ItJi;民自JなjM'i*iの予期検池と、予防

属とい与 2つの側面が玄泳三れていた

10 [¥''lort:lゼ(土、 予防/警戒ノ

lヰ上手:r:;1.[(告に しかし、 Aqui:i 

n~--I:則;こはこうし?刈 IHιk は異なる料開ιが存

すするとしているツ川

:Vforcl1cによれば、 般に予防(警戒J尿則の起源とされる ]O;1::'，Sの

見貯は、重大で不 [-;T;;主的なf員連:や 72市;J的に予防1 ることよりも、 I:~;{I.

:こ慕づく発見治 Jに法九、-C .r:-: I:， t iA: i-t:の絞に最悪の事態をお定するJIJ{、
深さ (circ(l[lspecιi()ll)をさ正求ずるものであり、こうしとJjJ，レ深主が、

プランスではJ)日間rU';s以手足、収慌汽れて主たところに問題点があると

いうココすなわち、 Dt'seJru-_'s (土、主主i為を見分けるためのん反論的な怯

誌を強訴しすきるあまり、可能性Lニシ 2まるものを I;:;~p) I 、またμl退

湾;切なもの l にす去ないものこ九なしており、q:;なる I也、れ l ごしかな

いものに基つ"Y'T行為へつ ιEijt定争すゐごとを認めない、I¥..fovcllcは、

意r、決定が緊急を安する勾 lへには、~，~~宇土真理ではなく、 抗告性でしノト

なしぺ)U) (こ4<Sづいてなされる必安がある7恭合もあるシ L、こうした Dc

町出teso):FL~以が、 松l内な兵u事の採 J久の場今に{まともかくとして
も 行為ペコ，Q，君、iた乏の際には不適当であるとする叫ハ

目)Aquill立oI'vlcrcllc， Lc pdncipc dc ;JreC;lULio:"'.， ̂;凡 Deq川 ，s岬 ι!i1CS 旧制作品川ι
sμbles ? S()US la dircclい↓r!cTbcハlIa只Ft'fCW;Zi.Lβ :¥1owi.;， 199/， p j) .~68 d 只

，ょ Jb-id.，pp.: 69 i:'!"， s 

川、もち〆〉人、 ;¥f(¥l't[1 ¥も抑制れ〆ている主う h 、μl訟性に基づく -d忠ιた定の内

1291 L)止GO>1当U)924 
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DtヘcartどはよJ、吠ぴ〉ブラ〆スの{云続方、trr~，暑だ4、b，としナ、 t¥，':orellピは、

HIV n詐従事1'1を恕J工Lている引っI¥Iorcllc(.こよ ;JCif、輸血・血液製剤輸

jτによる IIIV感染l土、1¥.)81主に}許認され、 ;こなコたのは 1984~tl 半

r;:'以降とされ七いゐ U しかL、HrV に閃する手l苧知i誌が;1，略立で

めった'983年 G月20:::1のr:zc"で、保健渇とと総局長による次官通述i土、輸
出・血液型jj学問 :l土によるHlも終宍万人公衆衛止にとれて E巨大主制iL 1.." 

リスクである二とをtlにi2PY(fに小しておリ、つ入況に応とた四時一括置の採
用をも1;'1' :~ていたへそれにもかかわらず、フランスでは宇|学的な珂C-K';~主

が重視されるあま;人通迷走、{王!ーん Y 実施される Lことは公か J丈 l第 I

1 。こうした可設性にととまるものの軒相li士、 Dピ::-'02訂 Les以オ、

のブ弓ンスの七、統であり、それが結県山Jに ?J;J~:J を 1H くこととなったもと

いうのが t¥，']orcllcの7子析ごある〈

でれではころ Lt， [)判山rtesJ:，人去の 7~} /'スの伝統l土、いかなる形む

修正されるのであろうか.J，lorelleによれば、従米J刊の古刷、比五}こは、

そのブローいスに|下-j~きがあるわ定詰的リスク行f:!lî は、 だの行為に 4っと

も1->cっされるリユミク刀、し冶刀、なるものであるのか、またでう Lたリスクを

受け入れるかとうか、，1いうリスクlこ闘するたT;，'よ;たが、リスク lこ関す

る情報を有してし、る者 ワスノフ;ごついて他者よりも台理的に忘思決'1.:.

C さるこ考去られる宇; ぃ委ねられることを合志しとし、る cそのため、

最終的な意思決シヒ[土、常ド専門家仁委ねられることドなじ、 1'18主意思決

jj"O)号?"f手がLばしば忍思決定者 L守[lF;家)以タトの者にも fら主れること

が元治されるl\.Jord~どが併米あまリ lこ ~1}~ されて主 l' 一子!万(慾戒j 原

~Uの意表と LC訟f圧すみのは、まさにごっ Lた観点からゃある 3 すな

わち、 :\kr t'l lt~ (土、これまで おの守門主によンて&l~lf-1 されてきえ意也

包lよ、これま('にも己、議5れときんい作ノえlよBI日i:;l:P;:hc::dによコて伴 ¥"'"r.::::

jし?経半論l之、あ4J宅、院で、兵J:r;;には京らない叫能性を、 だの催半に上'-)-~ 

司制イじすることで、脊，判決定をII}誌にするものであフたともいうことがにきる。

lbid.， jl..:J2. かL、 "で、l川 ¥:1:(カη刊誌と Lているのは、そ 1した石t十1
ら右手fしな」斗不保安引についての立思決定しあと
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i共l己プロヒス l之、 ?の宝空思、決 'rÌi の景影i筈を J乏ける者~へ\\、閉故さ iれt 、 J主L量つ的甘リ

スアE討I'il似ιのような守n家に上る Tリjスア青討I'il祉ιfと;三
るj匂司ヘCのコ柿仇寸やJコ黒戸安好Fに主F焦去主:;，1点守をこ当当てること 守 j司々 Cのコ十r占会;的}拘甘fなム志味Jづ一':.}tりノ
とのF肉司係:に一おいで'iスクを1ド、i心;椅づけつてつJ 、 :亦'1弓汁，~家水と=素E 人Fの) 1)スク計

-[:Tfl を山11おしてい〈こと、ヨリ具体的 i二言え iX、意主決定信 i二対~-C、そ

Eの帰名1lを11受する事に桁割Hii共を校J主づけること、それに

よってさロ決定ヘ参加させることが下|功 L警ilx) 原則の意義の 1コとし

ても:~..~そっけられること Jこなる、というのである日1

v) 

この上ろに、 Morclくは、 子防(善事政) J立引の従来主J存レされてきた

亡して、当肘、()~ 'ii-~者による情報提供、及び哲忠汰どのし4議J を

る者による芯思決定への参加を捻出するつ目。以!の孔hrdltの議論が、

C::J:; ¥ilil川 kは、 [山[[¥'感量染L了Fパf件-十トドJつjλし、ぺて
f危主剖|険喰性を説t附判Lなかつ丈ぴ的〉でなければ、感染た多くの111);.1内壱-e;:})多くは、
彼らを T 二j てし工医帥、 f庄:ノ(，:グム ~<5 れに医薬品 if)品 Jþ{ を骨返する医療機司

行政紋閣の何を訓張万ゐであろ λかい lMd..jJ.1T3 

2日もコとも、寄~~:r， ì7.: f~グ〉対法をJj"r，z:する立J会に世?う、れる手?に、')スクに司寸

る記 JLltiと Fとへの芸:~n と権限そ ?f陪するテとが、りどJ ずしも当該ピ，r~:，付記に刻する

立i下の帰M(ないし主1lc)三号、総Jに直結すゐものではないことには汗色チ%す
ω Noivilleも指Hiしているよつい、 予見 l奔r主ノ l良川の丑日が問題少な ω状

{，.でなされた意月、決定(土、&)乙刻一疋灯時点グ〉イ、保実た科手川同誌にJkゴし ιてな

去れた暫定11'0なも〈71(こす汗ず、意思氏宅時niとの利子知識の淀イt.:こ，;，-iS:二亡司飢え
ず ~i首長わるべえものである(/ワヴイ Iレ 前例:γ(2":3) 1 'Z 9~ 良 tJ、十 j した

が 1 て、イサ正実 i与のも L では、意思~;~Æ:' ，: 、絶対的な~Dj 点力会認めることも、

士たそれを主艮1t!~ ':貰↑王を帰属する」シもごき~い J むし九、 I¥l，yelleやI¥oiyil

c力、依拠して， ，る抗日キク〉りスクのよf会洋諸に縦みれば、ょこでv、う売戸、決7巳へ

の参力E と権 I~良グ〉保障は、科学知識が不確j人 L あることふ前慌に あるいは専

門家内 T)スク認知と三思決主の帰結芥 H"'l:する，;均;二脅かれる長とのり;スクニ1

知が宍なることを前提い 、村、況の変'U 応じて、 'J スクに同係;~)当事者

に継抗的なえ I~U宍;Uj (ないし告"伏ての己主計一一)を間 Fこ炉を同町Fしたものr

みるべきであろっこ対'1合?取りアた E~\， ::;ld も、 予防口乞戒 1県民;Cラ帰結と

て コミ」ニケーシ弓ンのまE百J (les (-;xige!lces dピCOI'lnlll'iicdlorl) や民り

1:.:了、そ(!)-i'~-~ζν て、 L.J;， r1';~: こ京ノヘ Uj問係のπ検討や情浪記供C){-::，;らJ牲につ

及L-C"こへ r， ~可礼:l:. sUtY(I:1( tt' :?Oフ?hilus:Jphie])ulitique liu ])l-ir:cipe de 
prec江u，ion，pp.6D et s 
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リスク不fjF 少 Ü~手青j' '" 

情報提供や意思決'rIiへの参}j](.'よハて専門家と主人の 1;スク訟鉦(ない

L リスデ吉川Hli)の調整を芯1"]する占で、先;I2!与Lた近時(T)リスクグ〉紅会Jfl

2告やl¥"oi"¥ム11己の議E布lこi民主じるものでめることは口f]らかであろう 。も九

ろλ、告、思決定吉lよみ言報提供や白雪、決定の帰結を11受する '，j;t時(、汚

かれる ι: 意r、決7缶、の参加/ほ!民をf-~P培することが、今日 σ; 1\:41.責汗

のあんゆる司EEを解決 jるかどうかについてl土、さらなる岐討の余地が

あろう。 L7う、し、 M，'reilf' 抗的 ~e+j\ えいを !jU えた子防

j車引に基づく民事".1王:/)斗包去。問題点に士L ても少なからぬ示唆を与え

るよ与にばわれるのであり、 i止Jく苛されるべき議自である

C::jC' \I();ρllc は、志う、J主:~~~ (，~あた守、専門家的リスケ許価のみが考慮さ，人るご

と会主廿粁 J ている) Jbùl. ，~) 172 こつした jlJ(jrcll(のj日摘は 系t与寸前rつ領i主で
!日L'iE介 5れている専門十三なし 手 i 苧知識のEEJ2G品仁!Jf憂 j\'r: J と ~?LnLるもの

に対lひして~る f ずなわι、 殺に、科学l土、 疋の厳f47な目的'厄;:j3(I')之、と
に経駁5')今吾妻から)，:J;j誌を獲得する作業であi)、こうしたむ法によヮて明らかい

主れた知識ぞとわ1.~，われは科学知識とし、討会に介τする伐の知識よりも伎 L~~ に

υつものこして付置づけている υかし、リスク泌川止b)i党がア;寸ように、素人

の1;スァ認知と!IIJ校に、専門家乃 Ifスク認持"も たの、"ヴスがイチイ土宇むこ

と力、不されると、科学引-In~~が絶λ， RSな倍kを主張することに批判がQ されゐょ

っいなり、 ;L:斗むは升誠を羽する者 f専門宗1;:，有し公ぃ昔(:p人)ふりもヨ
1炭S}l-:!ドェfy-咋り析を1J ;;;う Hえとして優先I':~!.，-抜っ従*叫の議論[1 1欠!lll午

Y";L (rl(:~~Ci:，--1l日 dclJ どして、にびたび抗刊の対集とされてい令。六百口Jじえ

のあ iJ万tっし iては、藤恒悩子'J1 '1剖1と公)げ工 科学技術社会7h?の椛染へ

らlけて (烹早大学出版i; ・ 2iX~2， ì を 1i:g~， c 今|におげる比率責fJ論。)屡

到が、、うした 20lU 氾 i手?の引 "Y:~市の展開と軌を にし ζρるもとにつき、

Ci:l J九凡rtJι ，J.a p?，role 1ρ日pfJ川乱ble: paroleおrj(-'ntif;(!lH'ρtJ"t'SPοι ヌηhilit兵 tll，

Pftilosゆ!Iiedu 出ハuげdy!，ii(f'OnoJnU]1iC， ql1rl dfruo，!;"1Jσ j 九五，~lrU!g('s 1m JiWJtllf附 de

C;， f-.rajd， 1-'1"'i-50'1-Nochc. I-'ar;"， 1999. pp.41 ，+ tc S 

2:io :\.J ();c~L::土、以!. O)--J~ :S:方c守戒 f早U:;:Ti意J与を説くにあたっ之、加主者約
吉;壬の l町liII iりや 71↓の呉伯究所といったよ~-tr-'~-l-干の現代的要請を平均也、r:fI

12:::1 0)ァバ討する 過失責fへの日帰 {よ ιてこれを克服すべきであるとするr

すなわち、氏'jJ賞f平のIF過失出子イヒ2加害昔のFO干の町j経化ムいう矛屑L式日i

防 J)'~ 請は、 f波芦:(í'Cljt弘吉頃拘こ事円台、ヌ守"Jr;日lJJとい λ ト質的には矛 lû しない

要誌かり lじているものであり、事-f-I'CI)六'e究明の要求を市千ーヲために、泊三元

責任へ岡崎ヲベ弐むある、としうのが ~d()rt'-:l< の 張1…ある叶 !!Jid.，ppJ T/ e1:只

~Lì:，土砂コ ::J.1二7)92 1921 



(;)1 ころした議論仁11ヂIひするかのよう(、 U¥

ふ 士山

間 "iG

~ 1 i件以降、非常

:こ多くの議論が、 リスクに関する忍官、t;とノ十三のあり方をめぐって展開51し

た。たとえ U~'、 :vlichel SetbOl1 (止、 1983ノf.6月20!Jの次ゴJ屯1毛が実効河

を示さなかった坦河と[亡、故直I.血流製剤輸注の便益の考震以外仁、

意r、決定が!決定的主科学知日誌に依拠してなされたこ/、リスク 2'r~mが「什

有のノミイアスによってなされたこEを指崎LてUる，!なわち、この

;邑iぶ土、 III¥感染に関する利子告がまだ 1分にi昨ずしていない吋慨

になされたものであり、その忌、ご本ずチ|み皮)内側cIT百も栴していたが、

その 11'-::!~t:にもかかわわ仁多〈の峨11:1，センターご蛇抗されることと

なれたのは、輸l:r1・trlit受取斉、υによってもたらされる便訟が、 R版先灼グの〉

iリjスク 11梅年d毒手J感喜染の 1リjスク?寺左) のみと上貝i

ク 'HIハ九\"感蕊及~J，:染j札L の j スク) を知恢R視Lたためごあるといろ{

での?め、定量的リスク評価に県、づい ιなされる窓L1決定l手、 111 ¥ 

m，\来苧 ft~:~:;手、急速に反省を、自られるようになり、言，tt!、tたどの帰恥を U

受干る;'-;1品:こ迂かれる者の ，J スケ認知をも叩4tし、己 I~t決定への参加の

寺保障1 るん ihJ へと;...~ '7卜している。たとえばJe ，1 r:. -1'、rancn]お

じ1日 ru 立、今円では公於1守主政浪 肢が、かつての医青11;i: ;八若IJqうな

る一、1/1_']下者聞の関{系に基ついとものから、江リ 般的な社会的・主211守的

要Fミ苛什'った綾殺な関係[、主主づ..たものへと交活 1〆ごいると仁、それを

次のようト説明Lてv、る :!i(i

すなわち、今日に中る豆半の成功の政'Jニ;上、医学が百:こ(史訴のみをも

た九すものとしうi尾大寺何をもたら 7とI"j時l二、千万しとれ;静的にもた九

されるけスクの，l~ノト主泌をもら L、rJスクと?史主主のイ，j当役を朽い七いる

こうしたよ耳[ilJは、とりわlT医師の:百おおむおいて主主著である し古 L、

これlがよい、がl了ない を指く たとえば HI¥' l之、 宿泊j凶iや

，， 11ft製剤品、注の便市S:のみを応大評1肝し、 IIIV感染のリスクを泡小評伺

おっ九L::;cll、川"澗tnxl\(刈(三8~ ]).3ヲ5

2ムυlυ}jeza1l且l-Fr三司11(01目sGiじ:江出土d.lo凶SCjLIピ 吋 S目円司nt世epいc:bli包ue，μ1ηj人'亡 OLLOコJQ:_:上ι~ cl よ 18 3L1 ::れ

「刊0¥('1肌l立汁 町 " I狩?コ沼8

!'ubi汁1a山11 ，札~_ L ο IIs1ねλ"11'刊ヤ汁l ¥ rOIl 以判j応s.Ca川叫1け11~:引I'i'川"θ， Ca，:j山ε，~ (-;;1' -P i~: 1'1 ど I-'，，:g削 -VucleOi1， 

199D. I-Jp.175 d:-> 
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Lたこと志、結果~'W*，，， íl や :111. 液製剤輸~L ¥，-よ品多くの 111¥感染をも

七らすこ y となった〉その丈め、 lE¥感どE事flJ:J，午、リスク〉 ι史滋の

;lf可;土、もはや炉、却の専権ではなく、 cp、者に委ねられるようになコてい

み。ご才，-まで'J人クとlt益宇許制lする三こ、及び当該品に奉づL、て忠

昌i二f者切なぬ療h法を選型付るのは出1:布の寺桂であ〕丈 ι しかし、主mf:
どは宍なり、点{;は L ばしばリスクを民た幸子他し、十~{rltをよ持小計!illi'Jる

傾向を小L、fへ師のき思決定一患者の諸民決定との闘にl土、し(工L

富'g!J~'':L る U そ二で、リスクと便益炉問げIする状刈においては、医mTi と

患者。j交沙ヤコミ工 ケ~.ョンカ《要日吉されるよ与にふノしいる、とい

弓グ)-~"あるし

このよう!こ Gi日 !'C.(土、医療行為!こイドうリスケ12知が医師と忠告の向

-c ~~-'-~なることから、 1J スノノにぇJ する f吉、者の :Illjイ!主わ送好が徐々に意思、決定

ぴ)際(，，-~主千日:される土うになっごし s るこ正を指摘する)もども矢I! [V l長

!~ミ事件以前め判刈;士、 手きらよでき右い内l'rn0JWifi.，に土、lする責任を判附

寸る|祭に、仏1{"tb'j!混ぜこによ '1てもと「コされた指fヰに言j，る責任 ζ いろよ

り也、そうしたソスクがl人:仇しているというγ占報宇提p.しなかっ h こと

につし:での責任を肯定するとしジij'jヘ律構成をiうがII'~ で v 、たとし:われ川、

ぞーれゆえ、こう》と告す2/:~からすれば、翰'iliIJ 1
'
11汲や'11液製剤の場合

においとも、リスク;関する情報を〉山、どいたことについての点11が花、

められ弓 dる〉余地があ JつJ 丈た、ともいえるが III刊v;c弓f、二:染伝 'J引11件牛よ以~，'詳キの車輸主lド川川;川川lはI'J

業に悶する規率粍Eにお v 、ても、↑号制t~;1~の役割がjF常に言内主れる ι二うに
V戸、 7 '，4 

J市，、し、，~

t_: !~) (.、 (têl守 cr)7~\~に(土、ごうした医印1; と .if 1'の慌の↑市計:j}~f:1l;義務を、

ヨ1;~，ì~lヒ[，Jうとするものがみられるし [1円 IIIi ltふと Nりi¥' j J 1 (λ は、 2会

，，;' ¥1 A， Th，rmitt札 sutranr汁レ 11リf、9
"c ，， 1\ 感染事円以々に編さiL/守一輸血卒業ぃ I-~>J る規範は、申，íiιi財u液・~~~

製部ぴ)処方l?s:11耐に立すして、愉1m';u液製剤輸げにんじ、政';S(.ニドIうリスクについこ

の桁ttiH~1t:ふ強イじ 1 、事前の忠行のわl起をよとぷする) Cilrょ前1"t)，~_~~iuJ、 これら

の剥絡は、 ~~-ì:rl に工る日公 l それ 1'('ドろリスク;干つ v 、ての情 r!.t IJ泊者に対 L てft

fJt さ汚しゃだけ寸なく、必扶!力':'--，~号、巧の土臼れ lsub.lectiも一ite) をも考J;)-，--9一ゐ乙ムを
従求するものであるとし ιう Bcrnac:.cUc G川 l 交じ r~ ， R凶jJ明日bili~é n~édical2 cl 

ふ…。 J 叶 uちりn只泊ngLlI1k，i.cs J!elurs Afh: I¥CS 4 1山nぷ 1998↓ L 2'/， J Jp.~'-j et只

~Lì:.土砂コ ::3'1二日i919 19，1 
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間 "iG

僚も毛主7lpおいて行'1話Lた情報提供義務が、ヨリ 般的な十I会関係トおい

ても要4とされると土 L亡し:る出向すなわち、 199がi'?月 1日のiJくl1liよ、

昨r'l:fiナ伝市íJ;芝 \1n坑lt-， l~ 山町ド叶mtall 己)やソランス製法物寺'J-/-L去十

Á;~民間(，A只CょìCC fraょicaJSC山 SéCll j" it~. sZtni:.aIr(' dcs ~JrOdUllS) ーブラシス

食IEII-+il:.主機|主j (A~elH日 f， ';-Jnç川判断同Cllntt: 川nltajre des di:nヒロlsiを
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集権問む涯を玄味L、公衆ぴ〉口f上旬j室次から与る主主力11均民主主花
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このよ~)、立思決主再による情判長f共や江巳沢;ÈO)帰品I1 を H 愛する

J場にi丘かれる者にるι思決以への参!JSIよ、lIIV1感染1'i午を抗出発計二、

公京情寸法においと非高い重要な苫苛 Iliめることとなっている〔こう

Lた悩ドi](土、主主号、決シぷ Pあよって、 11λ クの'そ:(ナ入れrJ能主」の多様

を尊~: :-、リスクを取り t'::く当事者に、コミ Lごう ンヨンを介 1 -;".、

IIH、深u、苦戸、決にや行為を似してい乙 hのとみ乙ここがで主ょうーここ
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